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欄 記 載 の し か た

１　この計算書の用途等

２　各欄の記載のしかた

１　従業者数を記載すべき欄（③及び 　当該事業年度終了の日（仮決算による中間申告又は前事業年度と分割基準が著しく異なる場合の予定申
告にあっては当該事業年度開始の日から６月を経過した日の前日）現在における従業者の数により記載し
ます。

３　「収入金額課税事業以外の事業に
　係る期末の従業者数③」

　特定内国法人にあっては、収入金額課税事業以外の事業に係る国内の事務所又は事業所（以下「事務所
等」といいます。）及び外国の事務所等の従業者の合計数を記載します。

４　「期末の総従業者数④」 　特定内国法人にあっては、国内の事務所等及び外国の事務所等の従業者の合計数を記載します。
５　「外国の事業に係る控除額⑧」

６　「特定内国法人の付加価値額の総
　額に占める国内の事業に帰属する
　付加価値額の割合⑬」
７　「国内における非課税事業に係る
　期末の従業者数⑭」及び「国内にお
　ける事務所又は事業所の期末の従
　業者数⑮」

付加価値額に関する計算書（第６号様式別表５の２の２）記載の手引

１　この計算書の用途等

　　また、外国の事業に帰属する付加価値額の計算又は非課税事業に係る報酬給与額等の計算に関する明細書（任意の書式）を添付してください。
２　各欄の記載のしかた

１　「報酬給与額①」、「純支払利子
　②」、「純支払賃借料③」及び「単年
　度損益④」

　第６号様式別表５の３の⑫、第６号様式別表５の４の③、第６号様式別表５の５の③及び第６号様式別
表５の⑯の各欄の金額をそれぞれ記載します。

　②又は③が負数の場合には、それを零として①＋②＋③＋④を計算します。

３　「外国の事業に帰属する報酬給与
　額⑥」、「外国の事業に帰属する純支
　払利子⑦」、「外国の事業に帰属する
　純支払賃借料⑧」及び「外国の事業
　に帰属する単年度損益⑨」

４　「外国の事業に帰属する付加価値
　額の計算方法」

　区分計算により外国の事業に帰属する付加価値額を計算する法人にあっては「区分計算」を、区分計算
によることが困難で従業者数あん分により外国の事業に帰属する付加価値額を計算する法人にあっては
「従業者数あん分」を○印で囲んでください。
　⑦又は⑧が負数の場合には、それを零として⑥＋⑦＋⑧＋⑨を計算します。

６　「外国における事務所又は事業所
　の期末の従業者数⑪」及び「期末の
　総従業者数⑫」

※区分計算により外国の事業に帰属する付加価値額を計算する法人で、かつ、第６号様式別表５の２の３
の⑧の欄の金額の計算にあたり従業者数を用いないで計算する法人は記載する必要はありません。

７　「３．非課税事業に係る報酬給与

　の欄）
　額等の計算」の各欄（⑬から◯３　２まで

８　「報酬給与額◯３　３」、「純支払利子◯３　４」
　及び「純支払賃借料◯３　５」

　◯　の欄には①の欄の金額から⑥の欄の金額及び◯　の欄の金額を控除した金額を、◯　の欄には②の欄の金３３ ２２ ３４

額から⑦の欄の金額及び◯２　３の欄の金額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零）を、◯３　５の欄
には③の欄の金額から⑧の欄の金額及び◯２　４の欄の金額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、
零）を記載します。

２　「付加価値額
　①＋②＋③＋④　⑤」

　⑥＋⑦＋⑧＋⑨　⑩」
５　「外国の事業に帰属する付加価値額

　　⑨の欄には第６号様式別表５の⑰の欄の金額を、それぞれ記載します。

（１）　区分計算により付加価値額を計算する法人にあっては、⑥の欄には外国の事業に帰属する報酬給与
　　額を、⑦の欄には外国の事業に帰属する支払利子の額の合計額から受取利子の額の合計額を控除した
　　金額（当該金額が零を下回る場合には、負数）を、⑧の欄には外国の事業に帰属する支払賃借料の額
　　の合計額から受取賃借料の額の合計額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、負数）を、

　　従業者の数により記載します。

（１）　従業者の数は、当該事業年度終了の日（仮決算による中間申告又は前事業年度と分割基準が著しく
　　異なる場合の予定申告にあっては当該事業年度開始の日から６月を経過した日の前日）現在における

（２）　⑪の欄には、外国の事務所等に係る従業者数を記載します。
　　　⑫の欄の人数には、収入金額課税事業（電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業、以
　　下同じ。）に係る従業者数は含みません。外国の事務所等に係る従業者数、非課税事業に係る従業者数
　　及びその他の事業に係る従業者数の合計数を記載します。

　　の人数を⑪及び⑫の各欄にそれぞれ転記してください。
（３）　第６号様式別表５の◯　及び第６号様式別表５の◯　の各欄に記載のある法人にあっては、これらの欄２８ ２９

（１）　⑭、⑰又は⑳の各欄は、林業、鉱物の掘採事業又は農事組合法人の行う農業に係る支払利子の額の

　　す。
　　合計額から受取利子の額の合計額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、負数）を記載しま

　　載します。
　　の合計額から受取賃借料の額の合計額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、負数）を記
（２）　⑮、⑱又は◯　の各欄は、林業、鉱物の掘採事業又は農事組合法人の行う農業に係る支払賃借料の額２１

　　してください。
（３）　◯　及び◯　の各欄は、第６号様式別表５の◯　及び第６号様式別表５の◯　の各欄の金額をそれぞれ転記２８ ２９ ３２ ３３

（４）　◯　、◯　又は◯　の各欄は、これらの欄の金額に１円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て３０ ３１ ３２

　　て記載し、⑯、⑰又は⑱の各欄にそれぞれ転記してください。

　　欄の金額をそれぞれ記載します。

（２）　従業者数あん分により付加価値額を計算する法人にあっては、⑥から⑧までの各欄には①から③ま
　　での各欄の金額に⑪の欄の人数を乗じて得た額を⑫の欄の人数で除して計算した金額（これらの金額
　　に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て）を、⑨の欄には第６号様式別表５の⑰の

　※資本金等の額（第６号様式別表５の２の下表「資本金等の額又は連結個別資本金等の額２」の◯２　３の欄の金額）が零又は負数である場合は、この
　　計算書の記載は不要です。
　※この計算書の各欄において１未満又は１円未満の端数があるときは、その端数又は端数金額を切り捨ててください。

２　「資本金等の額①」 　収入金額課税事業をあわせて行う内国法人が、第６号様式別表５の２の下表「資本金等の額又は連結個

（２）　（１）以外の法人にあっては、⑦の欄の金額に第６号様式別表５の２の２の⑪の欄の人数を乗じて得た額
　　を第６号様式別表５の２の２の⑫の欄の人数で除して計算した金額を記載します。
（３）　航空運輸業又は海運業を行う法人が運賃収入金額による区分計算により国外付加価値額を計算した場
　　合にあっては、⑬の欄の割合に関わりなく、上記（１）により計算した金額を記載します。
　この割合に１未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。
※従業者数あん分により外国の事業に帰属する付加価値額を計算する法人は記載する必要はありません。

　　　　平成１３年４月１日から平成１８年４月３０日までの間に、資本又は出資の減少による資本の欠損の

　収入金額課税事業をあわせて行う法人にあっては、収入金額課税事業に係る従業者数を除いた人数を記
載します。

　　　てん補に充てた金額並びに資本準備金による資本の欠損のてん補に充てた金額の合計額

　次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれに定める金額を記載します。

　　　則第３条第３項で定める損失のてん補に充てた金額の合計額
　　　　平成１８年５月１日以後に、会社法第４４６条に規定する剰余金を同法第４５２条の規定により規則附

　次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれに定める金額を記載します。

　　　　第６号様式別表５の２の⑬の欄の金額
（２）　（１）に掲げる法人で、かつ、特定内国法人又は非課税事業をあわせて行う内国法人
　　　　⑨の欄の金額から⑩の欄の金額を控除した金額

※外国法人の各事業年度の資本金等の額については、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により
換算した円換算額を用いて計算してください。

計算した金額を記載します。

未収入金の帳簿価額を記載します。

資本金等の額に関する計算書（第６号様式別表５の２の３）記載の手引

別資本金等の額２」の◯　の欄の金額を記載します。なお、当該法人が法第７２条の２１第１項第１号から第３２３

１１　「月数あん分後の資本金等の額◯２　２」

１２　「未収金の帳簿価額◯２　４」

１３　「総資産価額◯２　５」

１４　「月数あん分後の資本金等の額◯２　７」

１５　「期末の総従業者数◯３　３」

（１）　法附則第９条第４項から第７項までの規定の適用を受ける法人

　法附則第９条第７項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の時における建設事業

　法附則第９条第７項の規定の適用を受ける法人が、地方税法施行令附則第６条の２第１項の規定により

　国内の事務所等及び外国の事務所等の従業者の合計数を記載します。

　る加算⑰」
８　「法第７２条の２１第１項第１号に係 　法第７２条の２１第１項第１号の適用を受ける法人が記載します。

　第３号に係る控除⑱」
９　「法第７２条の２１第１項第２号及び

（１）　法第７２条の２１第１項第２号の規定の適用を受ける法人

１０　「法附則第９条第１項に係る額◯２　１」 　法附則第９条第１項の適用を受ける法人が資本金の額に２を乗じて得た額を記載します。

号まで、法附則第９条第１項の規定の適用を受ける場合にあっては、⑲又は◯　の欄の金額を記載します。２１

（２）　法第７２条の２１第１項第３号の規定の適用を受ける法人

CA０２００G

　④、⑭及び⑮、◯　から◯　までの各欄）３２ ３５

（１）　第６号様式別表５の２の２◯５の欄の金額から第６号様式別表５の２の２◯１０の欄の金額を控除した額及
　　び第６号様式別表５の２の２の⑩の各欄の金額がともに零を超える金額であって、かつ、⑬の欄の割合
　　が５０％以上である法人又は従業者数あん分により外国の事業に帰属する付加価値額を計算する法人にあ
　　っては、⑦の欄の金額に第６号様式別表５の２の２の⑩の欄の金額を乗じて得た額を第６号様式別表５
　　の２の２の◯５の欄の金額で除して計算した金額を記載します。

　た法人）にあっては、剰余金又は利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証する書類を、同条第１項第
　２号の規定の適用を受ける法人（無償減資等による資本の欠損のてん補を行った法人）にあっては、資本の欠損のてん補を行った事実及び資本
　の欠損のてん補に充てた金額を証する書類を、同条第１項第３号の規定の適用を受ける法人（剰余金を損失のてん補に充てた法人）にあっては、

　録、債権者に対する異議申立の公告（官報の抜粋）、株主資本等変動計算書等）

１２０３０－２８３

　書の提出は必要ありません。）
　準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第６号様式別表５の２に併せて提出してください。（これらに該当しない法人はこの計算
　税法附則（以下「法附則」といいます。）第９条第１項、第４項から第７項まで）の規定の適用を受ける法人又は外国法人が、資本割の課税標
　害保険業、以下同じ。）をあわせて行う法人、非課税事業（林業、鉱物の掘採事業等、以下同じ。）をあわせて行う法人、課税標準の特例（地方
　法人で外国に事務所等を有するもの。以下「特定内国法人」といいます。）、収入金額課税事業（電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損
　　この計算書は、無償増資等及び無償減資等を行った法人、地方税法（以下「法」といいます。）第７２条の１９の規定の適用を受ける法人（内国

　　なお、法第７２条の２１第１項第１号の規定の適用を受ける法人（無償増資等による剰余金又は利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とし

　剰余金を損失のてん補に充てた事実及び剰余金を損失のてん補に充てた金額を証する書類を、それぞれ添付してください。（例：株主総会議事

１２０３０－２８２

　せん。）
　与額等の計算を行う場合に記載し、第６号様式別表５の２に併せて提出してください。（これらに該当しない法人はこの計算書の提出は必要ありま
　又は非課税事業（林業、鉱物の掘採事業等、以下同じ。）をあわせて行う法人が、外国の事業に帰属する付加価値額又は非課税事業に係る報酬給
　　この計算書は、地方税法第７２条の１９の規定の適用を受ける法人（内国法人で外国に事務所等を有するもの。以下「特定内国法人」といいます。）


